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はじめに 

 

標準服は、一般的に、生徒の学校への所属意識や仲間意識を高めること、経済的負

担など個人差を生じさせないことが目的であるように思います。 

  本校でも、その意義は認められ、創立以来、大きな改定をせずに、その歴史とともに、

少しずつ変化をさせながら、現在の1型（詰め襟）とⅡ型（セーラ―服）を選択させるこ

とでその役割を担ってきました。しかし、近年では、生徒の日常生活における健康面や

機能面の他、性自認等への配慮など、今まで以上に生徒に対する多様性が求められ

ております。このような時代の中で、本校では、学校評議員会での協議を経て「一度立

ち止まり、標準服の在り方について考える時期である」との結論に至り、本委員会の設

置をいたしました。 

本委員会では、以下の基本的な考え方のもと、 

 

 

 

 

 

生徒や地域の小学校の保護者、地域の皆様からのご意見を集約する中で、熟議を

交わし「生徒の立場にたっての改善を行う」といった結果にいたりました。 

しかし、今までの歴史ある本校の標準服を軽んじているものではありません。今後も、

今まで同様、標準服の意義や伝統を継承しつつ、誰にでも優しい、時代にあったデザイ

ンへと変化していくことを心よりお祈り申し上げます。 

最後になりましたが、本報告書の作成にあたって、さまざまな視点からの御意見を賜

りした、本委員会の委員長である元早稲田大学大学院客員教授・現東京都人権施策

専門家会議委員、大江近先生をはじめとした、本委員会の委員の皆様に厚くお礼申し

上げ御挨拶とさせていただきます。 

本報告は、あくまでも改善のスタートです。保護者、地域の皆様におかれましては、今

後も本校への御理解と御協力を賜れれば幸いです。 

 

令和６年3月 

江戸川区立篠崎中学校 

校長 紅林 兼一 

〇 性自認等の多様性に関わる社会情勢やSDGｓの視点を踏まえること。 

  〇 保護者の経済的負担の状況を踏まえること。 

〇 デザイン、防寒対策、動きやすさ等を踏まえること。 
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 ＜服装の記載部分のみ抜粋＞ 

  〇 男女で分けて表記している校則について 

・標準服について 

「女子型」、「男子型」のような男女で分ける表記を止め、「Ⅰ型」「Ⅱ型」とい 

った表記に変更すること。 

〇色を指定して表記している校則について 

インナーシャツやヘアゴム、ソックス等の色の指定について学用品を含め、その 

機能性が大切であり、インナーシャツやセーターの色を限定すること、ピンやバンド

を使用させないこと、また、その色を限定することは、合理的ではないことからその

内容を見直すこと。特にインナーシャツに関しては、その機能性を重要視すれば、

「透けないもの」で十分であると考える。 

一方、中学校では、標準服が、儀式等における服装という性質を伴っていること 

から、色の指定については、生徒、保護者、地域と協議し決定すること。 

〇校則の見直しについて 

毎年度、児童・生徒、保護者、地域から意見を聴取し、その見直し、改善を行うこ 

と。 

 

   

 

 

  ＜服装に関する部分のみ抜粋＞ 

   〇学校生活の各場面での支援について 

    ・学校における支援の事例 

     自認する性別の服装・衣服や、体操着の着用を認める。 

   ※平成 28年 4月 15日教職員向けリーフレットを配布 

 

 

 

 

 

（２）性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細やかな対応の実施等について

（通知）                       （平成 27年 4月 30日付け 児童生徒課長） 

 １ 検討の背景 

（１）校則見直し等の取組の徹底について（通知） 

   （令和４年２月 17日 21教指送第 2304号 江戸川区教育委員会） 
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 ＜服装の記載部分のみ抜粋＞ 

〇学校及び教育委員会は、通学用服等の学用品等の購入について、保護者等の経 

済的負担が過重なものとならないよう留意すること。 

  〇教育委員会は、保護者等ができる限り安価で良質な学用品等を購入できるよう

に努めること。 

  〇通学用服の選定や見直しについては、最終的には校長の権限において適切に判 

断すべき事柄であるが、保護者等学校関係者からの意見を聴取した上で決定す 

ることが望ましい。 

 

 

 

＜一部のみ抜粋＞ 

昨今の社会情勢やSDGｓの取組みを進める中で、学用品の在り方について校内、 

保護者との協議すること。 

【小学校】 

・入学の案内の中において「準備するもの一覧」における、ランドセルのみの記載を 

避ける。「※」をつけて「リュックサックでも構わない」の一文を入れ、学校側がラン 

ドセルのみでないといけないと保護者に思われないようにする。 

・体育着等においては、今後「校章」や「名前」入りを避け、保護者が体育着を準備 

しやすいものを選定していくようにする。 

【中学校】 

・体操着やジャージ等において、学校名や名前の刺繍の必要性について検討する。 

・学用品について、リサイクルを進め、保護者経費負担を最小限に抑えられるように 

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）学校における通学用服等の学用品等の適正な取り扱いについて（通知） 

   （平成 30年 3月 19日付け 29初財務第 26号 文部科学省） 

（４）児童・生徒の学用品に関することについて  

（令和５年 11 月 17 日（金） 校長会） 
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① あなたは、本校に標準服に満足していますか？ 

   

 

 

 

 

 

 

 

※グラフ内の数値は人数 

② 標準服を見直した方がいいと思いますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ スカートとズボンの両方が選択しやすい標準服にしてほしいと思いますか？ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２３％ 

（１）本校生徒の意見について（全校：５５３人を抽出） 

２０％ 

 ２ 本校の実態 

９％ 

４８％ 

２６％ 

６１％ 

１３％ 

２１％ 

７４％ 

５％ 
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④ その他、標準服に対する生徒の意見（要約、まとめ） 

※（  ）内数値は、同意味の意見数 

ア 男女の意見 

・ブレザーがいい（20） 

・動きにくい(17) 

・着づらい(11) 

・学ランもセーラー服も少なくなっているので、とても気に入っている。このままが 

いい(7) 

・ジャージがいい(5) 

・LGBTに配慮したデザインにして欲しい 

・私服で登校したいです 

・夏服の制服が紺色で熱が集まるので暑いから、色を変えたほうがいい 

・決まってこれ！を男女別々でもうけるよりかは、変えたければ変えれるように設 

計したほうが良いと思う 

イ 男子意見のみの意見 

・学ランの首元が痛い(2) 

ウ 女子のみの意見 

・女子のスカーフをつけやすくしてほしい(11) 

・女子の制服が気温に応じた調節が難しい(10) 

・セーラー服を上下分けてほしい(7) 

・女子でズボンが選べたらいい(4) 

・夏服の上を白(何色でも)のセーラー服にして欲しい(2) 

・セーラー服にするならもっと違いやつがいい 

・女子、冬服の首のとこからシャツが見える時があるのでもっと長くして欲しい 

・女子の冬服 セーラー襟とスカートの色は今のままで、その他の部分は白等明 

るい色にした方が爽やかでいいと思う 

・色がつまらないのでスカーフくらいは色を赤にして欲しい 

・女子のセーラー服にポケットを２つつけててほしいです 

・制服 もっと可愛くしたほうがいいと思った 

・今の制服スカート長すぎて動きづらいです 
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① 令和5年度 標準服の実態と価格（いずれも、税込み価格） 

② 指定バック 

 メイン サブ 

本校 8,730 2,160 

A校 なし なし 

B校 ５，３９０ 3,520 

C校 6,930 なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  I（A）型 Ⅱ（B）型 Ⅲ（C）型 

本
校 

夏 ・スラックス 7,590 
・ジャンパース 

カート １７，６００ なし  

冬 
・詰襟 

・スラックス 
37,400 

・紺セーラー 

・ジャンパース 

カート 

・スカーフ 

かぶり型

37,400 
前開き型 

３７,９５０ 

なし  

A 

校 

夏 ・スラックス １４，０８０ スカート １４，８５０ スラックス １４，５２０ 

冬 
・ブレザー 

・ネクタイ 

・スラックス 

42,790 
・ブレザー 

・スカート 

・リボン 

４２，６８０ 
・ブレザー 

・ネクタイ 

・スラックス 

４２，４６０ 

B 

校 
夏 

・スラックス 

（ポロシャツ） 
１２，３２０ スカート １３，7５０ スラックス １２，3２０ 

冬 
・ブレザー 

・ネクタイ 

・スラックス 

３８，２８０ 
・ブレザー 

・スカート 

・リボン 

38,060 
・ブレザー 

・ネクタイ 

・スラックス 

36,630 

C 

校 
夏 

・スラックス 

（ポロシャツ） 
１３，０９０ スカート １４，８５０ スラックス １４，０８０ 

冬 
・ブレザー 

・ネクタイ 

・スラックス 

３７，840 
・ブレザー 

・スカート 

・リボン 

37,290 
・ブレザー 

・ネクタイ 

・スラックス 

36,520 

（２）標準服等の価格について（近隣校） 
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① Ⅰ（A）・Ⅱ（B）・Ⅲ（Ｃ）等、3つのタイプ以上の選択肢を取り入れている学校数（夏服

を除く） 

32校中23校 

② １（A）型について 

ア 詰襟                      ・・・  ９校 

イ ブレザー、スラックス、ネクタイ  ・・・ ２３校 

③ Ⅱ（B）型 

ア セーラー服                 ・・・  ８校  

   イ ブレザー、スカート、リボン      ・・・２４校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）区内他校の実態について（令和5年１２月現在） 
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江戸川区立篠崎中学校の標準服の在り方検討指針 

 

１ 基本方針 

本校の標準服において、以下の点を踏まえ、江戸川区立篠崎中学校の標準服の

在り方について検討する。 

   ○ 性自認等の多様性に関わる社会情勢や SDGｓの視点を踏まえること。 

   〇 保護者の経済的負担の状況を踏まえること。 

〇 デザイン、防寒対策、動きやすさ等を踏まえること。 

 

２ 検討体制の構築 

    本検討にあたっては、学校関係者のみで検討するのではなく、生徒の意見はもち

ろんのこと、保護者代表者や地域、有識者等を交えた会議体を設置すること。 

 

３ 検討委員会の協議内容の公表 

    本委員会での協議内容は、報告書にまとめ、学校だよりや学校ホームページ等を 

活用の上、広く保護者や地域に発信をすること。 

 

４ その他 

   本委員会では標準服に限らず、標準服の改定を検討する過程において、以下の参 

考事例等の必要な事項も合わせて協議すること。 

 ＜参考事例＞ 

  校章、クラス章、通学用かばん、サブバック、体育着、 

 

 

 

 

 

 

 ３ 検討にあたっての基本的な考え方 
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  本校では、「１型」「Ⅱ型」として、男女で分ける表記はせず、男女での指定はしてい

ない。一方で、社会通念上、男子が詰め襟で、女子がセーラー服となっており、学校の

実態もそうなっていることを踏まえると、現状では、性自認等の多様性に係る生徒への

対応が不十分になってしまっている。 

 

 

 

 〇価格について 

本校の標準服は、他校と比較し、特段高価といった現状は見られていない。また、 

現状では、PTA組織の努力により、リサイクル等も浸透しており、保護者の負担軽減

になっている。 

    また、この価格が一定程度、維持されるのであれば、標準服を変更することに問題 

はないが、一定期間、リサイクルが使用できなくなり、課題が生じる。 

    そのため、１年間程度は、どちらでも可能といった移行期間を設定する必要がある。 

〇１型・Ⅱ型の価格の違いについて 

   冬服での金額の差はほぼないが、夏服では、１型では、概ね7,590円程度、Ⅱ型で 

は、概ね17,600円程度であり、１型・Ⅱ型では、約1万円程度の格差が生じている。 

  

 

 

 〇デザインについて 

詰め襟、セーラー服ともに問題はなく、昨今では、むしろ、詰め襟、セーラー服は伝 

統なデザインとしてその価値があるとの声も出ている。 

 〇防寒対策について 

    防寒対策については、防寒着の着用も認められているが、Ⅱ型のセーラー服では 

ズボンの選択ができないため、スカートを着用するしかないのが現状である。 

 〇動きやすさについて 

    昨今のブレザーと比較すると、動きやすさといった点では、１型、Ⅱ型ともに課題 

が残る。 

 

 

論点１ 性自認等の多様性に関わる生徒に対するきめ細やかな対応について 

論点２ 通学用服の適正な取り扱いについて 

論点３ デザイン、防寒対策、動きやすさ等について 

 ４ 論点整理 
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〇校章・クラス章について 

    現在は、１型では襟に校章・クラス章、２型では胸にフェルトで校章・クラス章を 

つけている。夏は、１型では、ワイシャツの上から校章をアイロンで付けることになっ 

ているが、近年では、生徒全体に厳しく着用を求める状況ではない。１型とⅡ型で 

異なっている。 

〇通学用かばんについて 

    昨今では、教科書等がA4判以上のものが増えてきており、本校のカバンは非

常4に大きく、カバン自体が非常に重い。また、最近では、タブレット端末の持ち帰

りも推奨しているため、その重量は１０キロを超えることあり、生徒にとってはかなり

の負担となっている。学校としては、教科書等について学校において行くことを可

能にするなどの対応を取っているが、十分な解決には至っておらず、生徒や保護

者からの相談が多数寄せられている。 

〇サブバック 

    部活動等で使用するサブバックは特段の指定は行っておらず、サブバックに関 

  する相談はカバンほど寄せられていないが、このサブバック以外に部活動によって 

は、各部活動専用バックを他に持っており、荷物が多い。 

〇体育着 

    今のところ、価格、デザインともに大きな問題は出ていないが、令和６年度で現 

在の体育着が廃版となるため、新たにデザインの変更をする必要がある。併せて、 

デザインの変更となるとリサイクルといった観点から標準服と同様にして、移行期 

を1年程度設定する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

論点４ 標準服の在り方を検討する上で検討すべき事項 
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本校の制服については、時代に合わせて、多少の変更はしていきているが、大きな改

定は行っていない。生徒アンケートを見ても標準服の改定に積極的な意見が多いとい

う感じではない。 

一方で、性自認等の多様性に関わる生徒への対応といった、昨今の社会的課題か

ら、詰め襟とセーラー服といった選択肢は限界がきている。また、機能性の面でも、課題

が生じている様子もうかがえる。 

以上から、下記の「改善にあたってのポイント」を踏まえ生徒の立場に立っての改善

を行う。 

なお、デザイン等の決定については、改定委員会を設置し、プロポーザルで専門の

業者を予め選定し、専門家を交えてのデザイン決定を行う。 

 

 

記 

 

＜改善にあたってのポイント＞ 

１ SDGｓの観点から、リサイクルが円滑に行われるよう、期間は、令和８年度入学生 

徒より、１年間の移行期間を設定すること。 

 

２ デザインの決定にあたっては、１型・Ⅱ型・Ⅲ型など生徒の選択幅を増やすなどの 

工夫を行うこと。ただし、選択による経済的負担の差異が生じないよう十分に配慮」

すること。 

 

３ 品質（耐久性、透けない、高級感）、素材（割合等）・デザイン、機能性（着脱、動き 

やすさ等）に優れていること。 

 

４ 価格については、保護者負担が、現在と比較し大きくなりすぎないようにすること。 

 

５ 校章・クラス章、通学カバン、サブバック、体育着等については、標準服のデザイン 

と大きく関係することから、今後設置する改定委員会で検討すること。 

併せて、インナーやヘアゴム、ソックス、体育着等の色の他、体育着や通学カバン、 

サブバック等への個人名や学校名等の記載についても同様にして、検討するこ 

と。 

   

 ５ 検討結果まとめ 
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  今後の予定について、大まかな計画は以下の通り。 

令和6年度 

一学期： 

・改定委員会の発足（改定すべき事項の決定、業者の選定） 

     資料「江戸川区立篠崎中学校の標準服改定に関わる製造業者の選定につい 

て」を参照のこと。 

・業者との打ち合わせ（改定委員会の要望と意見交換） 

  二学期：  

    ・業者との打ち合わせ（改定委員会の要望と意見交換） 

・業者との打ち合わせ（生徒等からの意見集約） 

  三学期： 

    ・デザイン原案の作成（意見交換） 

 令和７年度 

  一学期： 

    ・デザインの決定 

  二学期 

    ・９月新入生説明でのデザインの提示 

    ・各家庭からの発注 

  令和８年度 

    ・４月入学 

 

〇ただし、体育着については、現在の体育着が令和6年度に廃版となるため、令和7年 

度入学に向けて、このスケジュールとは別に対応する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ６ 今後に向けて 
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篠崎中学校における標準服の在り方検討委員会 設置要項 

（設置） 

第１ 篠崎中学校は、学校関係者及び保護者代表との連携・協力の下、篠崎中学校の標準服の在

り方について検討するため、「篠崎中学校における標準服の在り方検討委員会」（以下、「検

討委員会」という。）を設置する。 

 

（設置期間） 

第２ 検討委員会の設置期間は、令和５年 12月１日から令和６年３月 31日までとする。 

 

（所掌事務） 

第３ 検討委員会は、次の事項について検討する。 

（１） 篠崎中学校における標準服の在り方に関する基本的な考え方や運営の方法に関すること。 

（２） その他、必要と認められる事項に関すること 

 

（構成） 

第４ 検討委員会は、次の委員によって構成する。 

（１）有識者 

（２）篠崎中学校学校評議員代表 

（３）篠崎中学校区小中学校の保護者代表 

（４）校内職員（校長、副校長、生活指導主幹教諭） 

２ 検討委員会には、委員長、副委員長を置く。 

（１）委員長は、有識者にある者をもって充てる。 

（２）副委員長は、委員長が委員の中から指名する。 

 

（運営等） 

第５ 検討委員会の運営等は、次のとおりとする。 

（１）委員長は、検討委員会を招集し、主宰する。 

（２）副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、委員長の職務を行う。 

（３）委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の出席を求めることができる。 

 

（任期） 

第６ 委員の任期は４か月とする。 

 

（庶務） 

第７ 検討委員会の庶務は、篠崎中学校において処理する。 

 

（補則） 

第８ この要項に定めるもののほか、検討委員会の運営に必要な事項は委員長が定める。 

 

（附則） 

この要項は、令和５年 12月１日から施行する。 

【資料】 



14 

 

令 和 ６ 年 ３ 月 〇 日 

標準服製造業者 様 

                                           江戸川区立篠崎中学校 

                                             校 長  紅 林  兼 一    

 

江戸川区立篠崎中学校の標準服改定に関わる製造業者の選定について 

 

  この度、本校では、有識者・保護者等による標準服の在り方に関わる検討を行ったところ、本校

の標準服を生徒の立場に立って改定することになりました。 

  本校の標準服の改定に伴い、に関わる製造業者を予め選定し、専門業者の助言のもと、各委

員や生徒からの意見を集約しながら、本校にとって望ましい標準服及び体育着の改定を行いたい

と思います。 

  つきましては、下記のとおり、製造業者選定のためのプロポーザルを実施しますので、御参加く

ださいますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１ 開催日時 令和６年４月〇日（〇） 〇時～ 

 ※詳細の時間につきましては、参加していただく業者様に別途御連絡差し上げます。 

 

２ 場    所 本校第二会議室 

 

３ 改定時期  

（１）標準服 令和８年度入学生から（移行期間１年） 

（２）体育着 令和７年度入学生から（移行期間１年） 

 

４ 説明方法  

（１）説明時間   ２５分（説明１５分、質疑５分、準備・撤収５分） 

（２）参加人数   ３人まで 

（３）説明内容  ・「５ 提出物 （１）企画書 ②説明内容」を参照のこと。 

・今まで製作した標準服サンプル等の提示は可能。 

（４）その他     ・プレゼンテーションソフトを御使用の場合は、貴社でパソコンの準備 

をお願いします。モニターテレビは学校で用意します。 

・開始１５分前までに来校してください。プレゼンテーション終了後は、 

随時解散とします。 

 

５ 提出物 

（１）企画書 

①様式 A４ 横 １０部 

  ※製造業者の名称等がないもの。（もしくは黒塗りをしたもの）としてください。 

②会社概要 
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③説明内容 

  〇サンプルを用いた単なる改定案の提示説明ではなく、あくまでも、本校の標準服・体育着 

の改定にあたってのパートナー業者（助言者）として、以下の「改定にあたっての留意事 

項」をもとに、より良い標準服を製作できるようなコンセプトを示すものであること。 

＜例＞ 

貴社として、「改定にあたっての留意事項」を受けて、 

・どのような標準服・体育着をお勧めするか。 

 ・品質や素材、機能性について、どのような考えで標準服・体育着を改定し 

いくか。 

・標準服と体育着のトータルデザインをどう考えるか。 など 

〇貴社独自の提案 

   ＜例＞ 

・アフターサービス・サポート体制  

       ・生徒の意見を取り入れたデザインの導入  など 

 

＜改善にあたってのポイント＞ 

・SDGｓの観点から、リサイクルが円滑に行われるよう、期間は、令和８年度入学生徒より、１年 

間の移行期間を設定すること。 

・デザインの決定にあたっては、１型・Ⅱ型・Ⅲ型など生徒の選択幅を増やすなどの工夫を行う 

こと。ただし、選択による経済的負担の差異が生じないよう十分に配慮すること。 

・品質（耐久性、透けない、高級感）、素材（割合等）・デザイン、機能性（着脱、動きやすさ等）  

に優れていること。 

・価格については、保護者負担が、現在と比較し大きくなりすぎないようにすること。 

・校章・クラス章、通学カバン、サブバック、体育着等については、標準服のデザインと大きく関 

係することから、今後設置する改定委員会で検討すること。併せて、インナーやヘアゴム、ソッ 

クス、体育着等の色の他、体育着や通学カバン、サブバック等への個人名や学校名等の記載 

についても同様にして、検討すること。 

   

６ 選定結果について 

（１）提出された企画書、プレゼンテーションに基づき、総合的に判断して決定します。 

（２）選考結果については、結果が決定次第、電話連絡にてお知らせします。 

（３）選考結果に関するご質問等はお受けできないことを予め御了承ください。 

（４）その他、御不明な点等ございましたら担当まで御連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜担当＞ 

江戸川区立篠崎中学校 

副校長 堀田 誠 

電 話 ０３―３６７９―３００１ 
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江戸川区立篠崎中学校標準服の在り方検討委員会委員 
（令和 6年３月３１日現在） 

職名等 氏 名 

委員長 
元早稲田大学大学院客員教授 

現東京都人権施策専門家会議委員 
大江 近 

副委員長 篠崎中学校学校評議委員 栗原 國子 

保護者代表 篠崎中学校ＰＴＡ会長 角皆 和宏 

保護者代表 篠崎小学校ＰＴＡ代表 永長 佳代 

保護者代表 篠崎第二小学校ＰＴＡ代表 渋生田 誠 

保護者代表 篠崎第四小学校ＰＴＡ代表 井手上 尚弘 

保護者代表 南篠崎小学校ＰＴＡ代表 上村 陽一郎 

事務局 

校長 紅林 兼一 

副校長 堀田 誠 

主幹教諭（生活指導主任） 服部 篤史 
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